
 中央支援学校給食調理業務企画案 

募 集 要 項 

 
１．企画提案を求める業務の概要 
１．１企画提案を求める理由 
    本事業は、中央支援学校の学校給食を提供するもの。本事業を円滑に進めるため

には、特別支援学校に在籍する児童及び生徒に対して安全でおいしい学校給食を継
続的に提供する能力が必要である。当調達を行うにあたって、公募型プロポーザル
（以下、「プロポーザル」という。）により、本調達に対する意欲、資質、技術能力
及び実績等が優れた者を募集する。 

 
１．２名称 

中央支援学校給食調理業務委託契約 
 
１．３委託内容 

中央支援学校給食調理業務委託仕様書のとおり 
 
１．４履行場所 大分県大分市東大道二丁目５番１２号  
        大分県中央支援学校 
 
１．５履行期間 契約締結の日から令和１１年７月３１日の間 
 
１．６限度額  金 67,302,501 円（消費税及び地方消費税を含む） 
        ※この金額は、契約時の予定価格を示すものでなく、本事業の調達にお 

ける提案価格の上限額であり、企画内容の規模をしめすものであるこ 
とに留意すること。 

        ※委託業務に係る全ての経費を含む。 
 
１．７その他  本業務委託は、賃金水準の変動に基づく契約金額の変更条項（賃金スラ

イド条項）を適用する契約である。 

 
 
２．企画提案参加資格 
 企画提案への参加を希望する者は、参加資格を有することを証明するため、企画提案参
加資格確認申請書（様式１号。以下「申請書」という。）を提出し、企画提案参加資格の
確認をうけなければならない。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に紹介する場



合がある。 
（１）企画提案参加資格要件 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する
者でないこと。 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申し立て、
又は民事再生法（平成１１年法律大２２５号）に基づき民事再生手続き開始の申し
立てがなされている者（更生手続き開始又は民事再生手続き開始の決定を受けたも
のを除く。）ではないこと。 

ウ自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に 

掲げる者が実質的な運営および経営に関与していないこと。 

（ア） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第
77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（イ） 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に
規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（ウ） 暴力団員が役員となっている事業者 

（エ） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

（オ） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購
入契約等を締結している者 

（カ） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 

（キ） 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に
非難される関係を有している者 

（ク） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

エ この公告の日から審査結果の通知日までの間に大分県からの受注業務に関し、指名 

停止を受けている者ではないこと。 

オ 法人税、法人事業税、消費税、全ての都道府県税を滞納していない者であること。 

カ 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する 

者に必要な資格（令和２年大分県告示第３２６号）に規定する入札参加資格を取得 

している者であること。 

キ 学校給食業務又は集団給食業務に実績を有し、確実にかつ継続的に遂行できる能力 

を有していること。なお、実績は過去 2 年以 2 箇所以上とする。 

  ク文部科学省が定めた「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省が作成した「大量調理
施設衛生管理マニュアル」に基づいた調理業務を自社において確立し、これに基づ
き調理業務を行っていること。 

ケ 従業員に対して食品の安全衛生に関する教育を計画的に実施していること。 

コ 学校の要望に応じた給食の取組実績があること。 

 
３．企画提案参加資格確認申請書の提出 



（１）申請書（様式第 1 号） 
 申請書に次のものを添付すること。 
 ア 会社概要等整理表（様式第２号） 
   既に作成されている会社概要等紹介のパンフレット等がある場合は、それを添付す 
   ること。 
 イ 誓約書（様式第３号） 
（２）提出期限  
 募集の日から令和８年６月２９日（月） １７時まで（必着） 
（３）提出場所 
   〒８７０−８５０３大分県大分市府内町３丁目１０番１号 
   大分県教育庁体育保健課学校保健・食育班 沓掛 
   電話（直通）：０９７−５０６−５６３６ 
   FAX       ：０９７−５０６−１８６６ 

 E-MAIL    : kutsukake-yuko@pref.oita.lg.jp 
 （４）提出方法 
  申請書の提出は、持参又は郵送及び電子メールによるものとする。なお、郵送及び電

子メールの場合は期限まで必着とすること。なお、電子メールで提出の場合は、期限ま
でに３（３）のの担当者へ電話で送信確認すること。 

  
 
４．企画提案参加資格審査結果の通知 

企画提案参加資格確認の結果は令和８年７月１日（水）から郵送により通知する。な
お、企画提案参加資格がない旨の通知を受理した者は。その理由について説明を求めるこ
とができる。説明を求める場合は、令和８年７月７日（火）までに教育長宛ての書面（様
式自由）を３（３）の場所に郵送又は持参すること。理由は書面にて回答する。 

 
 

５ スケジュール 
５．１ 日程 
  （１）募集開始              令和８年６月１９日（金） 
  （２）申請書及び質問書受付期限      令和８年６月２９日（月）１７時まで 
  （３）企画提案書等の提出期限       令和８年６月１９日（金）から 
                       令和８年７月 ８日（水）１７時まで 
  （４）プレゼンテーション審査       令和８年７月１４日（火） 
  （５）採用業者の決定           令和８年７月１７日（金） 
  （６）契約締結予定日           令和８年８月上旬 
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５．２ 企画提案説明会 
   実施しない 
    ※応募要項等は大分県ホームページからダウンロードすること。 
 
５．３ 質問の受付 
  募集要項等に関する質問は質問票（様式第４号）により受け付ける。 
 （１）受付期間：令和８年６月１９日（金）から令和８年６月２９日（月）１７時まで 
 （２）提出方法：電子メール（電話で送信確認のこと）又は郵送により３（３）まで送 

付すること。 
 （３）回答方法：質問提出のあった業者に対して、令和８年６月３０日（火）までに電 

子メールで回答する。 
 
５．４ 企画提案書等の提出 
 （１）企画提案者は、次のアからカまでの書類を下記提出先に持参又は郵送により提出

すること。 
提出部数は、アからウまでの書類（以下「企画提案書等」という。）について
は、８部（正本１部、副本７部）（副本については提出書類の記載内容等から提
案者が特定できないようにすること。）、エからカまでの書類は１部とする。 

    なお、提案者１事業者につき１提案とし、提案内容に係る費用の額は、「１．５
委託上限額」を超えないものとする。 

  ア 企画提案書（様式第５号） 
  イ 企画提案概要書（Ａ４版、任意様式（記載内容によりＡ３版も可）） 
  ウ 業務に要する経費の見積書（Ａ４版、任意様式／項目は様式第６号参照） 
  エ 契約実績に関する資料（契約実績調書及び契約書の写し等） 
  オ 衛生管理に関する資料（衛生管理マニュアル、衛生管理体制等） 
  カ 従業員の安全衛生教育に関する資料（安全衛生に関する研修計画等） 

（２）企画提案書等の提出期間 
 ［提出期間］令和８年６月１９日（金）から令和８年６月２９日（月）    
       ただし、上記期間の休業日を除く毎日、９時から１７時までとする 
 ［提出方法］郵送又は持参（ＦＡＸ、電子メールによる応募は不可） 
       ※持参の場合は、９時から１７時まで（休業日を除く） 

  ［提出場所］ 
   〒８７０−８５０３大分県大分市府内町３丁目１０番１号 
    大分県教育庁体育保健課学校保健・食育班 （担当：沓掛） 
   ア 提出期間内に大分県教育庁体育保健課学校保健・食育班が企画提案書を受理で 

きない場合は、審査対象としない。 
   イ 一度提出した企画提案書等は、これを書き換え、差し替えまたは、撤回するこ 



とができないものとする。 
 （３）企画提案の無効 
    「２企画提案の参加資格」の条件を満たさなくなった者の企画提案及び次のいず 

れかに該当する企画提案は無効とする。 
   ア 募集要項の規則に反した提案 
   イ 「１．５委託料上限額」を超える提案 
   ウ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案 
   エ 辞退届（様式第７号）を提出した者が提出した提案 
 
５．５ 企画提案等のプレゼンテーションについて 
 （１）日 時 令和８年７月１４日（火）１０：００から 
 （２）場 所 大分県庁舎別館 B11 会議室 
 （３）方 法 提出された企画提案書等により１５分以内で提案内容を説明（２名以

内）し、企画提案書等及びプレゼテーションに基づき質疑応答を行う。
プレゼンテーションは企画提案書のみで行い、追加資料の提出は認めな
い。プレゼンテーションにあたり、やむを得ずパソコンによってプレゼ
ンテーションを行える範囲は CMS の動作確認など、企画提案書上では
不可能なもののみとし、企画提案書には、パソコンによって提案書に記
載のない事項を追加提案することは認めない。スクリーン及びプロジェ
クターについては県が準備するが、パソコン等の機器及びデータファイ
ルについては当日持参すること。 

 （４）その他 企画提案希望者が多数（６名以上）となった場合は、「７．３」に従い
い、提出された企画提案書等の事前審査を行い、プレゼンテーションに
参加するもの（５者）を選定する。 

 
 
６ 提出書類等 
  別紙「仕様書」及び「企画提案書作成要領」に基づき企画書を作成すること。 
 
 
７ 審査及び委託業者の決定に関する事項 
７．１ 委託業者の選定方式 
    委託業者については、一般公募により幅広く企画提案をつのる公募型プロポーサ 

ル方式により選定する。 
 

７．２ 審査委員会 
    審査は、企画書及び企画提案のプレゼンテーションについて中央支援学校給食調 



理業務委託事業に係る提案審査委員会において行う。 
 
７．３ 審査基準 
    審査に当たっては、別表の中央支援学校給食調理業務委託事業に係る提案審査基 

準表（以下「審査基準表」という。）に基づき審査委員が個別に評価採点 
（１００点満点）し、その点数を合計する方法により得点を算出し、順位を決定
する。 

 
７．４ 選定 
 （１）７．３の審査基準により各審査委員の評価点の合計の最も高い者を、最優秀提案

者として選定する。なお、最優秀提案者以外の者についても、評価店の高い順に
順位付けを行う。 

 （２）選定結果は、全ての提案者に文書で速やかに通知する。 
 （３）審査経緯及び審査内容は公表しない。 
 （４）選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。 
 
 
８ 契約等の締結 
 （１）前期７．４の選定による最優秀提案者業務委託候補者として業務履行に必要な協 

議を行なう。協議が整った場合に当該候補者から見積書を徴収し、当該見積書の 
内容を精査の上、随意契約による業務委託契約を締結する。なお、提案された内 
容をもとに、県と協議の上、企画・調整を行う。 

   （２）協議が不調の時は、前期７．４により順位付けられた上位の者から順に契約等の
締結の協議を行うものとする。 

 
 
９ 企画提案の失格、無効 
  次のいずれかに該当する申し込みは無効とする。 
  ア 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又は記名のない参加表明書によ 

り参加申し込みをしたもの。 
  イ 資格審査の結果、参加資格がないとみとめられたもの。 
  ウ 虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。 
  エ 指定する提出期限を超えて提出したもの。 
  オ 「６．提出書類等」に示す提出書類がないもの。 
  カ 契約限度額を超える金額で見積書を提出したもの。 
  キ 不正行為が行われたと認められるもの。 
 



 
１０．プロポーサルの停止、中止及び取り消し 
   緊急等やむを得ない理由により、プロポーザルを実施することができないとみとめ 

られる場合は、プロポーサルを停止、中止又は取り消すことがある。なお、この場 
合においてプロポーザルに要した費用を県に請求することはできない。 

 
 
１１．その他 
 ア 本プロポーザルへの参加に要する一切の費用は提案者の負担とする。 
 イ 本プロポーザルの参加において知り得た秘密は他には漏らしてはならない。 
 ウ 提案書の扱い 
  （ア）提出された提案書は、本プロポーザル以外に無断で使用しないものとする。 
  （イ）提出された書類は、必要に応じて複製を作成することがある。 
  （ウ）提出された書類は、返却しない。 
  （エ）提出期限後は、企画提案書等に記載された内容の変更を認めない。 
  （オ）提出された企画提案書に係る著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定す 

る権利を含む）は大分県に帰属し、無償で大分県に譲渡するものとする。 
 エ 実際の業務内容は、提案内容を基に予算の範囲内で県と選定した業者との話し合い 
   により決定する。 
 オ 提案書の提出は、１者について１案とする。 
 カ 参加者から提出された従業員等の個人情報は、実施及び契約に係る事務処理におい 

て必要な連絡のみに用いるものとし、他の用途には用いないこととする。 
 キ 企画提案内容に含まれる特許権などの法律に基づいて保護される第三者の権利の対

象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うものとする。 
 ク その他、定めのない事項について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、同法

施行令及びその他関係法令並びに大分県会計規則（昭和 49 年大分県規則第 10 
号）及びその他大分県が制定する関係条例規則等に従うこと。 

 
 
 
＊本件問合せ先 
 大分県教育庁体育保健課学校保健・食育班 沓掛 
 電話 ０９７−５０６−５６３６ 
 Ｅ−ＭＡＩＬ：kutsukake-yuko@pref.oita.ig.jp 
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